
条

例

山
口
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
一
号

山
口
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
（
平
成
二
十
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
公
益
法
人
」
の
下
に
「
若
し
く
は
公
益
信
託
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公

益
信
託
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

附
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山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）

一

令 和 ８ 年
３月24日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一
九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
資
金
積
立
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
の
交
付
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
徴
収
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

食
品
衛
生
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
衆
衛
生
上
必
要
な
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
〇

…
…
…

下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

下
関
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
工
業
用
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
立
高
等
学
校
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
青
少
年
自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
監
査
委
員
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…














目

次














○
条
例

山
口
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…



こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
二
号

山
口
県
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
、
「
そ
の
者
の
氏
名
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に

掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行
政
庁
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
を
当
該
行
政
庁
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る

こ
と
」
を
「
公
示
の
方
法
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚔

前
項
の
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
、
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行
政
庁
が
同
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
示
事
項
」
と
い
う
。
）
を
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不

特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
行
政
庁
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事

項
を
当
該
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
を
開
始
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
と
き
に
、
当
該
通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
同
条
第
三
項
後
段
」
を
「
同
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
第
十
四
条
第
三
項
」
及
び
「
同
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
改
め
、
「
と
、
」
の
下

に
「
同
項
中
」
を
加
え
、
「
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
」
を
削
り
、
「
、
掲
示
を
始
め
た
」
を
「
、
当
該
措
置
を
開
始
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
十
四
条
第
三
項
及
び
」
の
下
に
「
第
四
項
並
び
に
」
を
加
え
、
「
「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
三

号
」
を
「
第
二
十
七
条
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
三
項
後
段
」
を
「
同
条
第
四
項
後
段
」
に
、
「
第
十
四
条
第
三
項
後
段
」
を
「
第
十
四
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）

二



⚑

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

改
正
後
の
山
口
県
行
政
手
続
条
例
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
例
又
は
他
の
条
例
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
す
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
し
た
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
三
号

本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
五
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
七
号
ま

で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十
八
号
中
「
又
は
督
促
状
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
十
五
号
と
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
及
び
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
四
号

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）

三



別
表
第
一
号
の
四
中
「
及
び
柳
井
市
」
を
削
り
、
同
表
第
十
八
号
の
十
四
レ
中
「
タ
」
を
「
レ
」
に
改
め
、
同
号
中
レ
を
ソ
と
し
、
同
号
タ
中
「
第
五
十
一
条
第
四

項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
中
タ
を
レ
と
し
、
同
号
ヨ
中
「
第
五
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ヨ
を
タ
と
し
、

カ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヨ

法
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
す
る
こ
と
（
イ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

別
表
第
十
八
号
の
十
五
ヘ
中
「
第
十
五
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
第
十
五
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改

め
、
同
表
第
三
十
四
号
の
八
ロ
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ル
中
「
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
一
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
号
中
ル
を
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
同
号
リ
中
「
第
六
十
八
条
」
を
「
第
六
十

九
条
」
に
改
め
、
同
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
第
六
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
中
チ
を
リ
と
し
、
同
号
ト
中
「
第
六
十
七
条

第
二
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ト
を
チ
と
し
、
同
号
ヘ
中
「
第
六
十
六
条
」
を
「
第
六
十
七
条
」
に
改
め
、
同
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
同
号
ホ
中

「
第
六
十
五
条
」
を
「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
、
同
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
同
号
ニ
中
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と

し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

法
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
十
四
号
の
八
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

別
表
第
三
十
四
号
の
十
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
及
び
ロ
」
を
削
り
、
同
号
中
ハ
を
ロ
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
十
八
号
の
十
四
、
第
十
八
号
の
十
五
、
第
三
十
四
号
の
八
及
び
第
三
十
四
号
の
十
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
五
号

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
九
条
）

第
二
章

旅
費
の
種
目
及
び
内
容

第
一
節

通
則
（
第
十
条
）

第
二
節

交
通
費
（
第
十
一
条
―
第
十
四
条
）

第
三
節

宿
泊
費
等
（
第
十
五
条
―
第
十
七
条
）

第
四
節

転
居
費
等
（
第
十
八
条
―
第
二
十
条
）

第
五
節

そ
の
他
の
種
目
（
第
二
十
一
条
）

第
三
章

雑
則
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
八
条
）

附
則

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
職
員
に
つ
い
て
は
」
を
「
場
合
又
は
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
合
に
は
」
に
、
「
又
は
居
所
」
を
「
、
居
所
そ
の
他
旅
行
命
令
権
者

が
認
め
る
場
所
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
若
し
く
は
そ
の
扶
養
親
族
」
を
削
り
、
「
根
拠
地
」
を
「
根
拠
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

家
族

職
員
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父

母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
職
員
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の
を
い
う
。

第
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

旅
行
役
務
提
供
者

旅
行
業
者
（
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
業
者
を
い
う
。
）
そ
の
他
の

規
則
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旅
行
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
県
と
旅
行
役
務
提
供
契
約
（
旅
行
業
者
等
が
県
に
対
し
て
旅
行
に
係
る

役
務
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を
旅
行
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
約
し
、
か
つ
、
県
が
当
該
旅
行
業
者
等
に
対
し
て
当
該
旅
行
に
係
る
旅
費
に
相
当
す
る
金
額

を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
い
う
。
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
締
結
し
た
も
の
を
い
う
。
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第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
三
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

職
員
が
、
県
外
の
在
勤
地
（
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
退
職
（
次
に
掲
げ
る
退
職
に
限
る
。
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な

り
、
一
定
の
期
間
内
に
帰
住
し
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員

イ

年
齢
六
十
五
年
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
退
職

ロ

年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
退
職

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旅
費
の
支
給
に
関
し
知
事
が
必
要
と
認
め
る
退
職

第
三
条
第
五
項
中
「
（
そ
の
者
の
扶
養
親
族
の
旅
行
に
つ
い
て
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
当
該
扶
養
親
族
を
含
む
。
）
」
及
び
「
そ
の
出

発
前
に
」
を
削
り
、
「
を
取
り
消
さ
れ
」
を
「
の
変
更
（
取
消
し
を
含
む
。
同
項
及
び
同
条
第
四
項
並
び
に
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
」
に
、
「
に
お
い

て
」
を
「
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
」
に
改
め
、
「
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
」
を
削
り
、
「
な
つ
た
」
を
「
な
る
金
額
又
は
支
出
を
要
す
る
」
に
改
め
、

同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含
み
、
第
十
四
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
費
用
に
相

当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
第
一
項
各
号
、
第
十
二
条
第
一
項
各
号
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
及
び
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各

費
用
に
つ
い
て
、
当
該
各
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
で
所
要
の
払
戻
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取
消
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
費
用
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の

合
計
額

二

宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
当
該
各
種
目
に
つ
い
て
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と

現
に
支
払
つ
た
額
で
所
要
の
払
戻
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取
消
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額

三

前
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
ほ
か
、
手
数
料
そ
の
他
の
旅
行
命
令
等
の
変
更
等
に
伴
い
支
給
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
た
額

第
三
条
第
六
項
中
「
（
そ
の
者
の
扶
養
親
族
の
旅
行
に
つ
い
て
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
当
該
扶
養
親
族
を
含
む
。
）
」
及
び
「
交
通
機

関
の
事
故
又
は
」
を
削
り
、
「
知
事
が
」
を
「
規
則
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
輸
送
機
関
」
を
「
交
通
手
段
」
に
、
「
乗
船
券
等
の
切
符
類
」
を
「
乗
船
券
、
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航
空
券
等
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
切
符
類
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
以
下
本
条
」
を
「
次
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
（
切
符
類
に
つ
い
て
は
、
購
入
金

額
の
う
ち
、
未
使
用
部
分
に
相
当
す
る
金
額
）
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚗

第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
県
が
旅
行
役
務
提
供
契
約
に
基
づ
き
旅
行
役
務
提
供
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
旅
費
の
支
給
に
代
え
て
、
当
該
旅
行
役
務
提
供
者
に
対
し
、
当
該
金
額
を
旅
費
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
支
払
う
こ

と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
を
変
更
（
取
消
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
す
る
」
を
「
の
変
更
を
す
る
」
に
、
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
次
条
第
一
項
」
に
、
「
こ
れ
を
変

更
す
る
」
を
「
そ
の
変
更
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
れ
を
変
更
す
る
」
を
「
そ
の
変
更
を
す
る
」
に
、
「
）
に
当
該
旅
行
に
関
す
る
」
を
「
）
に
規
則

で
定
め
る
」
に
、
「
こ
れ
を
当
該
」
を
「
当
該
事
項
を
当
該
」
に
、
「
提
示
し
」
を
「
通
知
し
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
旅
行
に
関
す
る
」
を
削
り
、
「
し
、
こ

れ
を
提
示
す
る
」
を
「
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
こ
れ
を
変
更
し
た
」
を
「
そ
の
変
更
を
す
る
」
に
、
「
当
該
旅
行
に
関
す
る
」
を
「
前
項
に
定
め
る
」
に

改
め
、
「
、
こ
れ
を
当
該
旅
行
者
に
提
示
し
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
提
示
す
る
」
を
「
通
知
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
前
三
項
」
を
「
第
四
項
及
び

前
項
」
に
、
「
提
示
」
を
「
通
知
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
変
更
さ
れ
た
」
を
「
変
更
を
受
け
た
」
に
、
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め

る
。第

六
条
を
削
る
。

第
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
旅
費
の
計
算
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
旅
費
は
」
の
下
に
「
、
旅
行
に
要
す
る
実
費
を
弁
償
す
る
た

め
の
も
の
と
し
て
第
十
条
で
定
め
る
種
目
及
び
内
容
に
基
づ
き
」
を
加
え
、
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
よ
つ
て
旅
行
し
」
を
「
よ
り
旅
行
し
」
に
改
め
、
同
条

を
第
六
条
と
す
る
。

第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
年
度
経
過
等
に
よ
る
区
分
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
鉄
道
旅
行
、
水
路
旅
行
、
航
空
旅
行
又
は
陸
路
旅
行
中
」
を
「
移
動
中
」

に
、
「
経
過
、
職
務
の
等
級
の
変
更
等
」
を
「
経
過
等
」
に
、
「
又
は
車
賃
（
扶
養
親
族
移
転
料
」
を
「
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家
族
移
転
費
」
に
改
め
、
「
の
旅

費
」
を
削
り
、
「
計
算
す
る
」
を
「
算
定
す
る
」
に
改
め
、
「
に
は
、
」
の
下
に
「
年
度
の
経
過
等
の
後
に
」
を
加
え
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
も
の
」
の
下
に
「
並
び
に
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
旅
行
役
務
提
供
者
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
及
び
様

式
」
を
削
り
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。
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第
十
五
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
二
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
章

旅
費
の
種
目
及
び
内
容

第
一
節

通
則

（
旅
費
の
種
目
及
び
内
容
）

第
十
条

旅
費
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
、
家
族
移
転
費
及
び
旅

行
雑
費
と
し
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
節

交
通
費

（
鉄
道
賃
）

第
十
一
条

鉄
道
賃
は
、
鉄
道
（
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
及
び
軌
道
法
（
大

正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す

る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も

の
で
あ
つ
て
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

運
賃

二

急
行
料
金

三

寝
台
料
金

四

座
席
指
定
料
金

五

特
別
車
両
料
金

六

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用

⚒

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
下
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
。

（
船
賃
）

第
十
二
条

船
賃
は
、
船
舶
（
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
そ
の
他
規
則

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
か
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ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
つ
て
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合

計
額
と
す
る
。

一

運
賃

二

寝
台
料
金

三

座
席
指
定
料
金

四

特
別
船
室
料
金

五

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用

⚒

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
下
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
。

（
航
空
賃
）

第
十
三
条

航
空
賃
は
、
航
空
機
（
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
そ
の

他
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
つ
て
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計

額
と
す
る
。

一

運
賃

二

座
席
指
定
料
金

三

前
二
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用

⚒

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
航
空
機
に
よ
り
移
動
す
る
場
合
に
は
、
最
下
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
交
通
費
）

第
十
四
条

そ
の
他
の
交
通
費
は
、
鉄
道
、
船
舶
及
び
航
空
機
以
外
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自

動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃

二

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
そ
の
他
の
旅
客
を
運
送
す
る
交
通
手
段
（
前
号
に
規
定
す
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る
自
動
車
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃

三

前
二
号
に
掲
げ
る
運
賃
以
外
の
費
用
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動
車
（
次
項
に
お

い
て
「
有
償
借
受
け
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
賃
料
そ
の
他
の
移
動
に
直
接
要
す
る
費
用

四

前
三
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用

⚒

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
、
自
家
用
自
動
車
（
有
償
借
受
け
自
動
車
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
直
接
要
す
る
費
用
（
有
料
道
路
の
通
行
料
を
除

く
。
）
の
額
は
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
定
額
の
当
該
費
用
で
旅
行

の
実
費
を
支
弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
実
費
額
に
よ
る
。

⚓

前
項
に
規
定
す
る
費
用
は
、
全
路
程
を
通
算
し
て
計
算
す
る
。

⚔

前
項
の
規
定
に
よ
り
通
算
し
た
路
程
に
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。

第
三
節

宿
泊
費
等

（
宿
泊
費
）

第
十
五
条

宿
泊
費
は
、
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
地
域
の
実
情
及
び
旅
行
者
の
職
務
を
勘
案
し
て
別
表
で
定
め
る
額
（
以
下
「
宿
泊
費
基

準
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
宿
泊
に
係
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
と
し
て
知
事
が
定
め
る
場
合
は
、
当
該
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
と
す
る
。

（
包
括
宿
泊
費
）

第
十
六
条

包
括
宿
泊
費
は
、
移
動
及
び
宿
泊
に
対
す
る
一
体
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
当
該
移
動
に
係
る
前
節
の
規
定
に
よ
る
交
通
費

の
額
及
び
当
該
宿
泊
に
係
る
宿
泊
費
基
準
額
の
合
計
額
と
す
る
。

（
宿
泊
手
当
）

第
十
七
条

宿
泊
手
当
は
、
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
必
要
な
諸
雑
費
に
充
て
る
た
め
の
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
通
常
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
別
表
で
定
め
る
一

夜
当
た
り
の
定
額
と
す
る
。

第
四
節

転
居
費
等

（
転
居
費
）

第
十
八
条

転
居
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
要
す
る
費
用
（
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
場
合
の
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
と
し
、
そ
の
額

は
、
転
居
の
実
態
を
勘
案
し
て
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
と
す
る
。
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一

運
送
業
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
複
数
の
運
送
業
者
に
見
積
り
を
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
中
か
ら
最
も
経
済
的
な
も
の
を
選
択
す
る
と
き
に
限
り
、

当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法

二

前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
が
知
事
が
定
め
る
額
を
超
え
な
い
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居

費
の
額
と
す
る
方
法

三

旅
行
役
務
提
供
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法

四

旅
行
者
が
宅
配
便
又
は
自
家
用
自
動
車
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
利
用
し
て
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額

と
す
る
方
法
（
当
該
運
送
に
要
す
る
額
が
運
送
業
者
に
依
頼
し
た
も
の
と
し
て
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
と
す

る
方
法
）

五

前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
が
知
事
が
定
め
る
額
を
超
え
な
い
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居

費
の
額
と
す
る
方
法

（
着
後
滞
在
費
）

第
十
九
条

着
後
滞
在
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
必
要
な
滞
在
に
係
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
五
夜
分
を
限
度
と
し
て
、
現
に
宿
泊
し
た
夜
数
に
係
る
宿
泊
費
及

び
宿
泊
手
当
並
び
に
旅
行
雑
費
の
五
日
分
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

（
家
族
移
転
費
）

第
二
十
条

家
族
移
転
費
は
、
赴
任
に
伴
う
家
族
の
移
転
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

赴
任
の
際
家
族
（
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
い
て
同
居
し
て
い
る
者
に
限
る
。
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
職
員
の
新
居
住
地
に
移
転
す
る
場

合
に
は
、
家
族
一
人
ご
と
に
、
職
員
が
そ
の
移
転
を
す
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
、
着
後
滞
在
費
及
び
旅
行
雑
費

の
合
計
額
に
相
当
す
る
額

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
一
年
以
内
に
家
族
を
職
員
の
居
住
地
（
赴
任
後
家
族
を
移
転
す
る
ま
で
の

間
に
更
に
赴
任
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
赴
任
後
に
お
け
る
職
員
の
新
居
住
地
）
に
移
転
す
る
場
合
に
は
、
前
号
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
額

⚒

旅
行
命
令
権
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
節

そ
の
他
の
種
目

（
旅
行
雑
費
）
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第
二
十
一
条

旅
行
雑
費
は
、
旅
行
中
の
電
話
等
の
通
信
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
日
に
つ
き
三
百
円
と
す
る
。

第
三
十
条
を
削
る
。

第
三
章
中
第
三
十
一
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
退
職
者
等
の
旅
費
）

第
二
十
二
条

第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
、
退
職
等
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
に
お
け
る
当
該
退
職
等
に
伴
う
旅
行
に
つ
い
て
、
出

張
又
は
赴
任
の
例
に
準
じ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

職
員
が
出
張
の
た
め
の
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
旧
在
勤
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算

し
た
旅
費

二

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
赴
任
の
例
に
準
じ
、
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
新
在
勤
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算

し
た
旅
費

⚒

第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
、
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
一
月
以
内
に
お
け
る
当
該
退
職
に
伴
う
帰
住
に
つ
い
て
、
赴
任
の
例
に
準

じ
、
旧
在
勤
地
か
ら
生
活
の
根
拠
と
な
る
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費
（
着
後
滞
在
費
を
除
く
。
）
と
す
る
。

⚓

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
退
職
等
と
な
つ
た
職
員
が
家
族
を
移
転
す
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
旅
費
に
、
転
居
費
の
う
ち
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
及

び
家
族
移
転
費
に
相
当
す
る
も
の
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

⚔

任
命
権
者
は
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
遺
族
の
旅
費
）

第
二
十
三
条

第
三
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
、
出
張
又
は
赴
任
の
例
に
準
じ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

職
員
が
出
張
の
た
め
の
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
遺
族
の
居
住
地
と
死
亡
地
と
の
間
を
往
復
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た

旅
費

二

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
前
号
に
掲
げ
る
旅
費
の
ほ
か
、
赴
任
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
死
亡
地
か
ら
新
居
住
地
に
旅
行
す
る
も

の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

⚒

遺
族
が
前
項
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
順
位
は
、
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
順
位
に
よ
り
、
同
順
位
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
年
長
者
を
先
に
す

る
。
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第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
公
用
の
交
通
機
関
、
宿
泊
施
設
等
を
利
用
し
て
旅
行
し
た
」
を
「
県
以
外
の
者
か
ら
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
」
に
、
「
そ
の
他
当
該
」
を

「
そ
の
他
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
旅
費
の
支
給
額
の
上
限
）

第
二
十
六
条

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含
み
、
第
十
四
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
費

用
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
係
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
第
十
一
条
第
一
項
各
号
、
第
十
二
条
第
一
項
各
号
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
及
び
第
十
四
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
各
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
各
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
を
比
較
し
、
当
該
各
費
用
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い

額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

⚒

宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に

係
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
当
該
各
種
目
に
つ
い
て
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
を
比
較
し
、
当
該
各
種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

（
旅
費
の
返
納
）

第
二
十
七
条

支
払
担
当
者
等
は
、
旅
行
者
又
は
旅
行
役
務
提
供
者
が
こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
費
の
支
給
又
は
旅
費
に
相
当

す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
旅
費
又
は
当
該
金
額
を
返
納
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

旅
行
者
が
こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
は
、
支
払
担
当
者
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
返
納
に
代

え
て
、
当
該
支
払
担
当
者
等
が
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
支
出
し
、
又
は
支
払
う
給
与
又
は
旅
費
の
額
か
ら
、
当
該
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
差
し
引
く
こ

と
が
で
き
る
。

⚓

前
項
に
規
定
す
る
給
与
の
種
類
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
三
十
三
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
上
級
の
運
賃
」
と
あ
る
の
は
「
下
級
の
運
賃
」
と
し
、
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
五

号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

別
表
の
三
の
表
を
削
る
。

（
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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「

別
表
中

七
級
の
職
務
に
あ
る
者

の
旅
費
相
当
額

「
を

一
般
職
の
職
員
等
の
旅

費
に
関
す
る
条
例
の
適

用
を
受
け
る
職
員
の
旅

費
相
当
額

に
改
め
、
同
表
の
備
考
を
削
る
。

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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六
級
の
職
務
に
あ
る
者

の
旅
費
相
当
額
（
任
命

権
者
が
特
に
必
要
と
認

め
る
場
合
は
、
他
の
職

員
の
費
用
弁
償
と
の
均

衡
を
考
慮
し
て
当
該
任

命
権
者
が
知
事
と
協
議

し
て
定
め
る
額
）

」

」

一
般
職
の
職
員
の
旅
費

と
の
均
衡
を
考
慮
し
て

任
命
権
者
が
知
事
と
協

議
し
て
定
め
る
額

（
山
口
県
実
費
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

山
口
県
実
費
弁
償
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
に
規
定
す
る
二
級
の
職
務
に
あ
る
者
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
に
改
め
る
。

（
山
口
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

山
口
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
二
項
中
「
、
車
賃
」
を
削
り
、
「
別
表
第
三
」
の
下
に
「
、
別
表
第
四
」
を
加
え
、
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、

同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
後
段
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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鉄

道

賃

船

賃

航

空

賃

旅

行

雑

費

（
一
日
に
つ
き
）

運
賃
、
急
行
料
金
、
寝
台
料

金
、
座
席
指
定
料
金
、
特
別
車

両
料
金
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す

る
費
用

運
賃
、
寝
台
料
金
、
座
席
指
定

料
金
、
特
別
船
室
料
金
及
び
こ

れ
ら
に
付
随
す
る
費
用

運
賃
、
座
席
指
定
料
金
及
び
こ

れ
ら
に
付
随
す
る
費
用

三
○
○
円

備
考⚑

鉄
道
賃
の
欄
中
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
上
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
。

⚒

船
賃
の
欄
中
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
上
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
。

⚓

航
空
賃
の
欄
中
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
航
空
機
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
下
級
の
直
近
上
位
の
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
。

別
表
第
四
を
別
表
第
五
と
す
る
。

別
表
第
三
に
次
の
備
考
を
加
え
る
。

備
考

移
動
及
び
宿
泊
に
対
す
る
一
体
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
費
用
の
額
に
あ
つ
て
は
、
当
該
移
動
に
係
る
別
表
第
二
（
旅
行
雑
費
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

及
び
別
表
第
三
の
規
定
に
よ
る
額
並
び
に
当
該
宿
泊
に
係
る
宿
泊
費
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。

別
表
第
三
を
別
表
第
四
と
し
、
別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

一

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線

を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
利
用
す
る
移

動
に
要
す
る
運
賃

二

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
そ
の
他
の
旅
客
を
運
送
す

る
交
通
手
段
（
前
号
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃

三

前
二
号
に
掲
げ
る
運
賃
以
外
の
費
用
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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す
自
家
用
自
動
車
（
以
下
「
有
償
借
受
け
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
賃
料
そ
の
他
の
移
動
に
直
接
要
す
る
費
用

四

前
三
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用

備
考

第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
、
自
家
用
自
動
車
（
有
償
借
受
け
自
動
車
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
直
接
要
す
る
費
用
（
有
料
道
路
の
通
行
料
を
除

く
。
）
の
額
は
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
円
と
す
る
。

（
知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
日
当
相
当
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
例
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
支
給
さ
れ
る
旅
行
雑
費
の
額
に
よ
る
」
を
「
航
空
賃
の
運
賃
の
額
の
上
限
は
、

運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
航
空
機
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
下
級
の
直
近
上
位
の
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
」
に
改
め
る
。

付
則
第
四
項
中
「
車
賃
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の
の
」
に
、
「
車
賃
相
当
額
」
を
「
旅
費
相
当
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

そ
の
他
の
交
通
費

二

旅
行
雑
費

別
表
の
備
考
中
「
し
、
「
旅
費
相
当
額
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
旅
費
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
法
令
に
よ
り
、
当
該
職
務
に
あ
る
者
に

支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
と
」
を
削
り
、
各
号
を
削
る
。

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
山
口
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
」
に
、
「
移
転
料
、
着
後
手
当
及
び
扶
養
親
族
移
転
料
」
を
「
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
及
び
家
族
移
転
費
」
に

改
め
る
。

（
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
山
口
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
」
に
、
「
移
転
料
、
着
後
手
当
及
び
扶
養
親
族
移
転
料
」
を
「
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
及
び
家
族
移
転
費
」
に

改
め
る
。

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
職
員
旅
費
条
例
」
と
い
う
。
）
、
改
正
後
の
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例

（
以
下
「
改
正
後
の
非
常
勤
報
酬
条
例
」
と
い
う
。
）
、
改
正
後
の
山
口
県
実
費
弁
償
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
実
費
弁
償
条
例
」
と
い
う
。
）
、
改
正
後
の
山
口
県

議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
議
員
報
酬
条
例
」
と
い
う
。
）
、
改
正
後
の
知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関

す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
知
事
等
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
、
改
正
後
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後

の
会
計
年
度
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
及
び
改
正
後
の
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
会
計
年
度

学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
旅
行
命
令
権
者
が
旅
行
命
令
等
を
発
す
る
旅
行
及

び
旅
費
の
支
給
を
決
定
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旅
行
命
令
権
者
が
旅
行
命
令
等
を
発
し
た
旅
行
及
び
旅
費
の
支
給
を
決
定
し
た
旅
行
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
日
前
に
旅
行
命
令
権
者
が
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
当
該
旅
行
命
令
等
を
変
更
す
る
旅
行
に
つ
い

て
は
、
改
正
後
の
職
員
旅
費
条
例
、
改
正
後
の
非
常
勤
報
酬
条
例
、
改
正
後
の
実
費
弁
償
条
例
、
改
正
後
の
議
員
報
酬
条
例
、
改
正
後
の
知
事
等
給
与
条
例
、
改
正
後

の
会
計
年
度
職
員
給
与
条
例
及
び
改
正
後
の
会
計
年
度
学
校
職
員
給
与
条
例
の
規
定
は
、
当
該
旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適

用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

⚓

施
行
日
前
に
退
職
、
免
職
（
罷
免
を
含
む
。
）
、
失
職
若
し
く
は
休
職
と
な
っ
た
場
合
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
係
る
改
正
後
の
職
員
旅
費
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

⚔

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
改
正
後
の
職
員
旅
費
条
例
第
三
条
第
二
項
第
四
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「
六
十
五
年
」
と
あ
る
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
二
年

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
三
年

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
十
四
年

⚕

改
正
後
の
職
員
旅
費
条
例
第
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
者
が
同
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
改
正
前
の
一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

⚖

改
正
後
の
職
員
旅
費
条
例
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
改
正
後
の
職
員
旅
費
条
例
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
六
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
山
口
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
課
税
地
を
所
管
す
る
県
税
事
務
所
又
は
県
庁
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
」
を
「
送
達
す
べ
き
書
類
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
、
そ
の
送
達
を
受
け

る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
知
事
又
は
県
税
事
務
所
長
が
そ
の
書
類
を
保
管
し
、
い
つ
で
も
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
交
付
す
る
旨
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
示
事
項
」

と
い
う
。
）
を
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
課
税
地
を
所
管
す
る
県
税
事
務
所
若
し
く
は
県
庁
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又

は
公
示
事
項
を
課
税
地
を
所
管
す
る
県
税
事
務
所
若
し
く
は
県
庁
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措

置
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
三
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組

合
」
に
改
め
る
。

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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第
二
十
五
条
第
四
項
中
「
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
法
人
課
税
信
託
」
を
「
法
人
課
税
信
託
等
」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
の
十
九
中
「
第
十
一
条
の
九
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
四
の
七
第
二
項
中
「
第
十
条
の
二
の
二
第
九
項
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
中
「
第
十
条
の
二
の
二
第
十
一
項
」

を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
八
十
九
条
の
十
九
、
附
則
第
九
条
の
四
の
七
第
二
項
、
同
条
第
三
項
の
表
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
第
四
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
）
附
則
第
一
条
第
十

二
号
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日

（
公
示
送
達
に
関
す
る
経
過
措
置
）

⚒

改
正
後
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
す
る
公
示

送
達
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
し
た
公
示
送
達
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

⚓

改
正
後
の
条
例
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
効
力
が
生
ず
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
二
条
の
八
十
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
公
益
信
託
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
移
行
認
可
（
以
下
「
移
行
認
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
信
託
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
効
力
が
生
じ
た
公
益
信
託
に
関
す

る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
益
信
託
（
移
行
認
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
七
号

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
⚗
の
表
五
の
項
中
「
千
四
百
八
十
六
円
」
を
「
千
六
百
五
十
八
円
」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
⚘
の
表
三
十
三
の
二
の
項
中
「
要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
」

を
「
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
、
「
建
替
え
」
を
「
う
ち
、
建
替
え
」
に
、
「
の
容
積
率
」
を
「
又
は
更
新
が
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
容
積
率
又
は
各
部
分
の
高

さ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
八
号

山
口
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

占

用

物

件

占

用

料

単

位

占

用

物

件

の

所

在

地

甲

地

乙

地

丙

地

第
一
種
電
柱

六
七
〇
円

五
七
〇
円

五
三
〇
円

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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第
二
種
電
柱

一
、
〇
〇
〇
円

八
八
〇
円

八
一
〇
円

第
三
種
電
柱

一
、
四
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

第
一
種
電
話
柱

一
本
に
つ
き
一

年

六
〇
〇
円

五
一
〇
円

四
七
〇
円

第
二
種
電
話
柱

九
六
〇
円

八
二
〇
円

七
五
〇
円

第
三
種
電
話
柱

一
、
三
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

そ
の
他
の
柱
類

六
〇
円

五
一
円

四
七
円

法
第
三
十

二
条
第
一

項
第
一
号

に
掲
げ
る

工
作
物

共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
線
類

長
さ
一
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一
年

六
円

五
円

五
円

地
下
に
設
け
る
電
線
そ
の
他
の
線
類

四
円

三
円

三
円

路
上
に
設
け
る
変
圧
器

一
個
に
つ
き
一

年

五
九
〇
円

五
〇
〇
円

四
六
〇
円

地
下
に
設
け
る
変
圧
器

占
用
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

三
六
〇
円

三
一
〇
円

二
八
〇
円

変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
及
び
公
衆
電

話
所

一
個
に
つ
き
一

年

一
、
二
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

九
四
〇
円

郵
便
差
出
箱
及
び
信
書
便
差
出
箱

五
〇
〇
円

四
三
〇
円

三
九
〇
円

広
告
塔

表
示
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

一
、
九
〇
〇
円

九
〇
〇
円

五
八
〇
円

占
用
面
積
一
平

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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そ
の
他
の
も
の

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

一
、
二
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

九
四
〇
円

外
径
が
〇
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

二
五
円

二
二
円

二
〇
円

外
径
が
〇
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
一
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

三
六
円

三
一
円

二
八
円

外
径
が
〇
・
一
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
一
五
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

五
四
円

四
六
円

四
二
円

法
第
三
十

二
条
第
一

項
第
二
号

に
掲
げ
る

物
件

外
径
が
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
二
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

七
二
円

六
一
円

五
六
円

外
径
が
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
三
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

長
さ
一
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一
年

一
一
〇
円

九
二
円

八
五
円

外
径
が
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
四
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

一
四
〇
円

一
二
〇
円

一
一
〇
円

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
七
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

二
五
〇
円

二
二
〇
円

二
〇
〇
円

外
径
が
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上
一
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

三
六
〇
円

三
一
〇
円

二
八
〇
円

外
径
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

七
二
〇
円

六
一
〇
円

五
六
〇
円

法
第
三
十

自
動
運
行

法
第
二

条
第
二

項
第
五

号
に
規

定
す
る

自
動
運

行
装
置

に
よ
る

検
知
の

対
象
と

し
て
設

置
す
る

地
下
に
設
け
る
も
の

長
さ
一
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一
年

四
円

三
円

三
円

そ
の
他
の
も
の

一
二
円

一
〇
円

九
円

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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二
条
第
一

項
第
三
号

に
掲
げ
る

施
設

補
助
施
設

導
線
そ

の
他
の

線
類

道
路
の
構
造
又
は
交
通
の
状
況
を
表

示
す
る
標
示
柱
そ
の
他
の
柱
類

一
本
に
つ
き
一

年

九
六
〇
円

八
二
〇
円

七
五
〇
円

そ
の
他

の
も
の

上
空
に
設
け
る
も
の

占
用
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

六
〇
〇
円

五
一
〇
円

四
七
〇
円

地
下
に
設
け
る
も
の

三
六
〇
円

三
一
〇
円

二
八
〇
円

そ
の
他
の
も
の

一
、
二
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

九
四
〇
円

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設

一
、
二
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

九
四
〇
円

法
第
三
十

二
条
第
一

項
第
五
号

に
掲
げ
る

施
設

地
下
街
及

び
地
下
室

階
数
が
一
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
四
を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
二
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
三
以
上
の
も
の

占
用
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

Ａ
に
〇
・
〇
〇
八
を
乗
じ
て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
通
路

九
五
〇
円

四
五
〇
円

二
九
〇
円

地
下
に
設
け
る
通
路

五
七
〇
円

二
七
〇
円

一
八
〇
円

そ
の
他
の
も
の

一
、
二
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

九
四
〇
円

法
第
三
十

二
条
第
一

項
第
六
号

に
掲
げ
る

祭
礼
、
縁
日
そ
の
他
の
催
し
に
際
し
、
一
時
的
に

設
け
る
も
の

占
用
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
日

一
九
円

九
円

六
円

占
用
面
積
一
平

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）
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施
設

そ
の
他
の
も
の

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
月

一
九
〇
円

九
〇
円

五
八
円

道
路
法
施

行
令
（
昭

和
二
十
七

年
政
令
第

四
百
七
十

九
号
。
以

下
こ
の
表

に
お
い
て

「
令
」
と

い
う
。
）

第
七
条
第

一
号
に
掲

げ
る
物
件

看

板

（
ア
ー
チ

で
あ
る
も

の
を
除

く
。
）

一
時
的
に
設
け
る
も
の

表
示
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
月

一
九
〇
円

九
〇
円

五
八
円

そ
の
他
の
も
の

表
示
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

一
、
九
〇
〇
円

九
〇
〇
円

五
八
〇
円

標
識

一
本
に
つ
き
一

年

九
六
〇
円

八
二
〇
円

七
五
〇
円

旗
ざ
お

祭
礼
、
縁
日
そ
の
他
の
催
し
に
際

し
、
一
時
的
に
設
け
る
も
の

一
本
に
つ
き
一

日

一
九
円

九
円

六
円

そ
の
他
の
も
の

一
本
に
つ
き
一

月

一
九
〇
円

九
〇
円

五
八
円

幕
（
令
第

七
条
第
四

号
に
掲
げ

る
工
事
用

施
設
で
あ

る
も
の
を

除
く
。
）

祭
礼
、
縁
日
そ
の
他
の
催
し
に
際

し
、
一
時
的
に
設
け
る
も
の

そ
の
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
日

一
九
円

九
円

六
円

そ
の
他
の
も
の

そ
の
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
月

一
九
〇
円

九
〇
円

五
八
円

ア
ー
チ

車
道
を
横
断
す
る
も
の

一
基
に
つ
き
一

月

一
、
九
〇
〇
円

九
〇
〇
円

五
八
〇
円

そ
の
他
の
も
の

九
五
〇
円

四
五
〇
円

二
九
〇
円

令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
工
作
物

占
用
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

一
、
二
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

九
四
〇
円

令
第
七
条
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設

Ａ
に
〇
・
〇
三
四
を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
工
事
用
施
設
及
び
同
条
第
五
号
に

掲
げ
る
工
事
用
材
料

占
用
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

一
九
〇
円

九
〇
円

五
八
円

山 口 県 報令和８年３月24日 火曜日 （号 外─17）

二
五



令
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
及
び
同
条
第
七
号
に

掲
げ
る
施
設

つ
き
一
月

一
二
〇
円

一
〇
〇
円

九
四
円

令
第
七
条

第
八
号
に

掲
げ
る
施

設

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下
（
当

該
路
面
下
の
地
下
を
除
く
。
）
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一

三
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一

四
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一

八
を
乗
じ
て
得

た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一
八
を
乗
じ
て
得
た
額

地
下
（
ト

ン
ネ
ル
の

上
の
地
下

を

除

く
。
）
に

設
け
る
も

の

階
数
が
一
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
四
を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
二
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
三
以
上
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
八
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
六
を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条

第
九
号
に

掲
げ
る
施

設

建
築
物

Ａ
に
〇
・
〇
一

七
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二

二
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二

四
を
乗
じ
て
得

た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一

二
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一

五
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一

七
を
乗
じ
て
得

た
額

令
第
七
条

第
十
号
に

掲
げ
る
施

設
及
び
自

動
車
駐
車

場

建
築
物

占
用
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

Ａ
に
〇
・
〇
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一

二
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一

五
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一

七
を
乗
じ
て
得

た
額
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令
第
七
条

第
十
一
号

に
掲
げ
る

応
急
仮
設

建
築
物

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設

け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一

七
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二

二
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二

四
を
乗
じ
て
得

た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
三
四
を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
器
具

Ａ
に
〇
・
〇
二
六
を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条

第
十
三
号

に
掲
げ
る

施
設

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
自
動
車
専
用
道
路
（
高
架
の

も
の
に
限
る
。
）
の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一

七
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二

二
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二

四
を
乗
じ
て
得

た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
三
四
を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
施
設

Ａ
に
〇
・
〇
三
四
を
乗
じ
て
得
た
額

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
受
け
て
設
置
さ
れ
て
い
る
同
法
第
三
十
九

条
の
八
に
規
定
す
る
占
用
物
件
で
改
正
後
の
山
口
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
占
用

料
の
額
（
以
下
「
新
占
用
料
額
」
と
い
う
。
）
が
改
正
前
の
山
口
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
占
用
料
の
額
に
百
分
の
百
二
十

を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
も
の
の
占
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
占
用
料
額
を
限
度
と
し
て
知
事
が
別
に
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定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
口
県
資
金
積
立
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
九
号

山
口
県
資
金
積
立
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
資
金
積
立
基
金
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
山
口
県
安
心
・
安
全
基
盤
強
化
基
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

や
ま
ぐ
ち
若
者

育
成
・
県
内
定

着
促
進
基
金

若
者
の
進
学
の
支
援
及
び
卒
業
後
の

県
内
へ
の
定
着
の
促
進
を
図
る
こ

と
。

中
欄
に
掲
げ
る
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
知
事
が
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
と
き
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
口
県
公
立
高

等
学
校
教
育
改

革
促
進
基
金

公
立
の
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
改

革
の
促
進
を
図
る
こ
と
。

中
欄
に
掲
げ
る
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
知
事
が
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
と
き
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
山
口
県
安
心
・
安
全
基
盤
強
化
基
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
の
交
付
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
十
号

国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
の
交
付
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
の
交
付
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
山
口
県
条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
一
を
」
を
「
零
を
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
同
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

政
令
第
九
条
第
四
項
第
三
号
イ
⑴
の
区
域
内
市
町
村
群
に
お
い
て
共
同
し
て
負
担
す
る
部
分
は
、
政
令
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
部
分
と
す
る
。

第
十
八
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
十
七
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数
）

第
十
八
条

政
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数
は
、
同
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
額
で
除
し
て
得
た
数
を
基
準
と
す
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
等
割
合
）

第
十
九
条

政
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
等
割
合
は
、
同
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
）

第
二
十
条

政
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
は
、
同
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数
）

第
二
十
一
条

政
令
第
十
一
条
の
二
第
五
項
第
二
号
イ
⑵
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数
は
、
〇
・
七
を
基
準
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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⚒

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
の
交
付
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
第

四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
零
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
八

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
六

令
和
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
四

令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
・
二

食
品
衛
生
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
衆
衛
生
上
必
要
な
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
十
一
号

食
品
衛
生
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
衆
衛
生
上
必
要
な
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

食
品
衛
生
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
衆
衛
生
上
必
要
な
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
二
年
山
口
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
四
の
項
第
一
号
中
「
を
い
う
。
」
を
「
を
い
い
、
従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
（
自
動
的
に
食
品
を
調
理
し
、
調
理
さ
れ
た
食
品
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
調
理
器
具
で
あ
っ
て
、
同
号
に
規
定
す
る
調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
と
同
等
以
上
の
材
質
、
構
造
、
機
能
等
を
有
す
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
を
除
く
。
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
も
の
」
の
下
に
「
（
従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に

よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
の
項
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
四

号
、
第
十
五
号
、
第
十
六
号
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
並
び
に
三
の
項
第
八
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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別
表
第
二
の
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
飲

食

店

営

業

一

自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合
（
従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た

食
品
を
販
売
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

イ

簡
易
な
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
四
十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か

つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

比
較
的
大
量
の
水
を
要
し
な
い
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
八
十
リ
ッ
ト
ル

の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

比
較
的
大
量
の
水
を
要
す
る
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
二
百
リ
ッ
ト
ル
の

水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二

従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

イ

施
設
（
全
自
動
調
理
機
を
含
む
。
ロ
及
び
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
体
の
衛
生
状
況
を
確
認

す
る
た
め
の
監
視
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
施
設
の
営
業
者
が
全
自
動
調
理
機
を
停
止
す
る
こ
と
が

で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

全
自
動
調
理
機
は
、
原
材
料
の
温
度
、
調
理
の
工
程
等
の
状
況
を
監
視
し
、
異
常
が
生
じ
た
場

合
に
自
動
的
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ニ

全
自
動
調
理
機
は
、
外
部
か
ら
の
汚
染
等
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、

調
理
さ
れ
た
食
品
に
係
る
保
管
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ホ

全
自
動
調
理
機
は
、
調
理
さ
れ
た
食
品
に
つ
い
て
、
一
定
の
時
間
を
経
過
し
た
場
合
に
は
、
当

該
食
品
を
提
供
し
な
い
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
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ヘ

施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
当
該
施
設
の
営
業
者
と
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該

営
業
者
の
連
絡
先
を
掲
示
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
十
二
号

下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一

取
扱
品
目
の
う
ち
食
品
等
の
持
続
的
な
供
給
を
実
現
す
る
た
め
の
食
品
等
事
業
者
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
及
び
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平

成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
食
品
等
持
続
的
供
給
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
飲
食
料
品
等
（
地
方
卸
売
市
場
に
お
い
て
取
扱

予
定
の
な
い
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
指
定
飲
食
料
品
等
の
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
標

三

食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
三
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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下
関
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
十
三
号

下
関
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

下
関
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
年
山
口
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
二
の
表
給
水
施
設
の
項
中
「
四
二
四
円
」
を
「
五
二
八
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
工
業
用
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
十
四
号

山
口
県
工
業
用
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
工
業
用
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
山
口
県
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
小
瀬
川
工
業
用
水
道
の
項
中
「
七
円
」
を
「
七
円
四
十
銭
」
に
、
「
五
円
三
十
銭
」
を
「
五
円
四
十
銭
」
に
、
「
二
円
九
十
銭
」
を
「
二
円
四
十
銭
」
に
、

「
二
円
八
十
銭
」
を
「
二
円
七
十
銭
」
に
改
め
、
同
表
周
南
工
業
用
水
道
の
項
中
「
六
円
二
十
銭
」
を
「
六
円
」
に
、
「
六
十
銭
」
を
「
五
十
銭
」
に
、
「
一
円
二
十

銭
」
を
「
一
円
六
十
銭
」
に
改
め
、
同
表
向
道
・
川
上
工
業
用
水
道
の
項
中
「
四
円
九
十
銭
」
を
「
五
円
三
十
銭
」
に
、
「
五
円
六
十
銭
」
を
「
五
円
八
十
銭
」
に
、

「
五
円
十
銭
」
を
「
五
円
四
十
銭
」
に
、
「
四
十
銭
」
を
「
五
十
銭
」
に
、
「
一
円
十
銭
」
を
「
八
十
銭
」
に
改
め
、
同
表
厚
東
川
工
業
用
水
道
の
項
中
「
四
円
六
十

銭
」
を
「
五
円
十
銭
」
に
、
「
五
円
二
十
銭
」
を
「
五
円
八
十
銭
」
に
、
「
一
円
二
十
銭
」
を
「
七
十
銭
」
に
、

「

一
円

「
を

」

六
十
銭

に
改
め
る
。

」
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附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
十
五
号

山
口
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
一
、
九
五
三
人
」
を
「
一
、
九
二
四
人
」
に
、
「
二
、
四
〇
〇
人
」
を
「
二
、
三
七
一
人
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
二
、
七
八
三
人
」
を

「
二
、
七
六
三
人
」
に
、
「
一
六
五
人
」
を
「
一
六
四
人
」
に
、
「
二
、
九
四
八
人
」
を
「
二
、
九
二
七
人
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
四
、
八
五
一
人
」
を
「
四
、

八
一
七
人
」
に
、
「
三
一
二
人
」
を
「
三
〇
六
人
」
に
、
「
五
、
一
六
三
人
」
を
「
五
、
一
二
三
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
十
六
号

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
三
第
三
項
を
削
る
。

第
十
八
条
の
五
第
二
項
中
「
八
千
円
」
を
「
八
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
等
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
五
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

⚒

こ
の
条
例
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
へ
き
地
手
当
の
内
払
）

⚓

学
校
職
員
が
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
の
分
と
し
て
支
給

を
受
け
た
へ
き
地
手
当
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

山
口
県
立
高
等
学
校
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
十
七
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
立
高
等
学
校
等
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
山
口
県
立
周
防
大
島
高
等
学
校
の
項
及
び
山
口
県
立
宇
部
西
高
等
学
校
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
青
少
年
自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
十
八
号
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山
口
県
青
少
年
自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
青
少
年
自
然
の
家
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
山
口
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
中
山
口
県
秋
吉
台
青
少
年
自
然
の
家
の
項
を
削
る
。

「

第
四
条
第
一
項
の
表
中

山
口
県
秋
吉
台
青
少
年
自
然
の
家

を
削
る
。

」

第
五
条
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
中
「
、
山
口
県
秋
吉
台
青
少
年
自
然
の
家
」
を
削
る
。

別
表
中
二
の
項
を
削
り
、
三
の
項
を
二
の
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
十
九
号

山
口
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
平
成
十
二
年
山
口
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
十
四
条

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

⚒

常
習
と
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
五
条

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
若
し
く
は
科
料
に
処
す
る
。

⚒

常
習
と
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
六
条

第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
若
し
く
は
科
料
に
処
す
る
。
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第
七
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
二
条

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
六
条
を
第
十
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
不
当
な
客
引
き
行
為
等
の
禁
止
）

第
六
条

何
人
も
、
公
共
の
場
所
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

人
の
性
的
好
奇
心
を
そ
そ
る
見
せ
物
、
物
品
若
し
く
は
行
為
又
は
こ
れ
ら
を
仮
装
し
た
も
の
の
観
覧
、
販
売
又
は
提
供
に
つ
い
て
、
客
引
き
を
す
る
こ
と
。

二

歓
楽
的
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
方
法
に
よ
り
客
を
も
て
な
し
て
飲
食
を
さ
せ
る
行
為
又
は
こ
れ
を
仮
装
し
た
も
の
の
提
供
に
つ
い
て
、
客
引
き
を
す
る
こ
と
。

三

異
性
に
対
す
る
好
奇
心
を
そ
そ
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
客
に
接
し
て
飲
食
を
さ
せ
る
行
為
（
酒
類
を
提
供
す
る
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
歓
楽
的
雰
囲
気
を
醸
し
出

す
方
法
に
よ
り
客
を
も
て
な
し
て
飲
食
を
さ
せ
る
行
為
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
を
仮
装
し
た
も
の
の
提
供
に
つ
い
て
、
客
引
き
を
す
る
こ

と
。

四

人
の
性
的
好
奇
心
を
そ
そ
る
行
為
を
提
供
す
る
営
業
、
歓
楽
的
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
方
法
に
よ
り
客
を
も
て
な
し
て
飲
食
を
さ
せ
る
行
為
を
提
供
す
る
営
業
又
は

異
性
に
対
す
る
好
奇
心
を
そ
そ
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
客
に
接
し
て
飲
食
を
さ
せ
る
行
為
を
提
供
す
る
営
業
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
利
用
者
と
な
る
よ

う
勧
誘
を
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
人
に
対
し
、
身
体
若
し
く
は
衣
服
を
捕
ら
え
、
所
持
品
を
取
り
上
げ
、
進
路
に
立
ち
塞
が
り
、
又
は
つ
き
ま
と
い
、
執
よ
う

に
客
引
き
を
す
る
こ
と
。

⚒

何
人
も
、
対
償
を
供
与
し
、
又
は
そ
の
供
与
の
約
束
を
し
て
、
他
人
に
前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

⚓

何
人
も
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
以
下
「
客
引
き
等
」
と
い
う
。
）
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
公
安
委
員
会
が
定
め
る
地
域
内
の
公
共
の

場
所
に
お
い
て
、
客
引
き
等
を
行
う
目
的
で
、
公
衆
の
目
に
触
れ
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
客
引
き
等
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
を
待
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⚔

警
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
客
引
き
等
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
を
待
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
当
該
客
引
き
等
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者

を
待
つ
こ
と
を
や
め
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
示
）

第
七
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
観
覧
、
販
売
若
し
く
は
提
供
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
提
供
又
は
同
項
第
四
号
の
情
報
の
提
供
を
事
業
と
し
て

行
う
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
当
該
事
業
に
関
し
、
同
項
か
ら
同
条
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
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と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
当
該
違
反
行
為
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
の
停
止
）

第
八
条

公
安
委
員
会
は
、
事
業
者
が
前
条
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
、
又
は
事
業
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
当
該
事
業
に
関
し
第

六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
当
該
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
聴
聞
の
特
例
）

第
九
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
停
止
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
山
口
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

前
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
期
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
、
山
口
県
行
政
手
続
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

を
し
、
か
つ
、
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚓

前
項
の
通
知
を
山
口
県
行
政
手
続
条
例
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
ま
で
に

お
く
べ
き
相
当
な
期
間
は
、
二
週
間
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⚔

前
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
八
条

法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
又
は
法
人

若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
十
二
条
又
は
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
違
反
行
為
を
し
た
と

き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

⚒

法
人
で
な
い
団
体
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
、
そ
の
訴
訟
行
為
に
つ
き
法
人
で
な
い
団
体
を
代
表
す
る
ほ

か
、
法
人
を
被
告
人
又
は
被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事
訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
監
査
委
員
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
二
十
号

山
口
県
監
査
委
員
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
監
査
委
員
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
表
中
「
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
十
三
章
」
を
「
第
十
五
章
」
に
、
「
第
八
章
第
三
節
」
を
「
第
十
章
第
三
節
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
表
の
改
正
規
定
及
び
第
八
条
の
改
正
規
定
（
「
第
十
三
章
」
を
「
第
十
五
章
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
八
年
三
月
二
十
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


